
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
役
場
住
民

課
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

産
前
産
後
免
除
の
申
請
方
法

産
前
産
後
免
除
の
申
請
方
法

〇
申
請
先

　

住
民
課
国
保
年
金
班

〇
申
請
受
付

　

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
申
請

で
き
ま
す
。

〇
申
請
書
類

　

申
請
書
は
、
役
場
住
民
課
ま
た
は
年

金
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

　

産
前
に
申
請
す
る
場
合
は
、
出
産
予

定
日
が
わ
か
る
母
子
健
康
手
帳
な
ど
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

出
産
後
に
申
請
す
る
場
合
は
、
役
場

住
民
課
で
確
認
で
き
る
た
め
母
子
手
帳

な
ど
は
原
則
不
要
で
す
が
、
被
保
険
者

と
お
子
さ
ん
が
別
世
帯
の
場
合
は
、
出

生
証
明
書
な
ど
の
出
産
日
と
親
子
関
係

が
わ
か
る
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
方

対
象
と
な
る
方

・ 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
出
産

日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

▼ 

単
胎
妊
娠
の
場
合
…
出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か

４
か
月
間

▼ 

多
胎
妊
娠
の
場
合
…
出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月

前
か
ら
６
か
月
間

※ 

出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４
か
月
）以

上
の
出
産
で
、
死
産
・
流
産
・
早
産
さ

れ
た
方
も
含
み
ま
す
。

付
加
保
険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す

付
加
保
険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す

　

産
前
産
後
期
間
は
、
国
民
年
金
保
険

料
は
免
除
さ
れ
ま
す
が
付
加
保
険
料

（
月
額
４
０
０
円
）を
上
乗
せ
し
て
納
め

る
こ
と
で
、
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
付
加
保
険
料
の

納
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
別
途
申
請

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産
し
た
際
に
、
出
産
前
後
期
間
の
保
険
料
免
除
制
度
が
、

平
成
31
年
４
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
産
前
産
後
期
間
の
免
除
は
、
将
来
年
金
を
受
給
す

る
際
に
納
め
た
期
間
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

退
職（
失
業
）に
よ
る
特
例
免
除

退
職（
失
業
）に
よ
る
特
例
免
除

　

退
職（
失
業
）に
よ
り
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
免
除
ま
た
は
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

通
常
の
免
除
・
猶
予
申
請
は
、
本
人
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
審
査

対
象
に
な
り
ま
す
が
、
退
職（
失
業
）時

の
特
例
免
除
で
は
、
退
職（
失
業
）さ
れ

た
方
の
所
得
が
審
査
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
ま
す
。

※ 

退
職（
失
業
）さ
れ
た
方
以
外
に
一
定

額
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
が
い
る
と

き
は
、
特
例
免
除
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。

〇
申
請
に
必
要
な
も
の

① 

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が
確
認

で
き
る
も
の
、
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
が
わ
か
る
も
の（
年
金
手
帳
等
）

② 

印
か
ん（
被
保
険
者
本
人
が
自
署
す

る
場
合
は
不
要
）

③ 

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

公
的
機
関
の
証
明
の
写
し（
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被
保

険
者
資
格
喪
失
確
認
通
知
書
等
）

問
千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

住
民
課
国
保
年
金
班

☎（
84
）１
２
１
４

町
社
会
教
育
施
設
と
社
会
体
育

施
設
の
予
約
方
法
・
利
用
方
法

　

町
の
施
設
は
、
公
共
施
設
案
内
・

予
約
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

使
用
す
る
に
は
、
事
前
に
利
用
者

の
登
録
が
必
要
で
、
町
民
会
館
に
て

利
用
者
登
録
用
紙
に
氏
名
等
を
記
入

し
登
録
が
完
了
後
、
予
約
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

事
前
予
約
は
、
町
内
・
町
外
に
よ
り

予
約
可
能
期
間
が
異
な
り
、
町
内
で

２
か
月
前
、
町
外
で
１
か
月
前
か
ら

の
予
約
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

施
設
の
予
約
方
法
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ

ム
を
開
き
、
登
録
時
に
割
り
当
て
ら

れ
た
利
用
者
番
号
と
パ
ス
ワ
ー
ド
で

ロ
グ
イ
ン
を
し
、
施
設
案
内
・
予
約

画
面
か
ら
利
用
目
的
等
で
各
施
設
を

予
約
で
き
る
ほ
か
、
電
話
で
の
予
約

も
で
き
ま
す
。

　

施
設
を
利
用
す
る
時
に
は
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
及
び
利
用
者
へ
の
お
願
い

を
確
認
の
上
、
利
用
確
認
書
に
記
入

し
て
か
ら
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
社
会
文
化
課
施
設
管
理
班

☎（
84
）１
３
５
８

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期
間
の

保
険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
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